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平成 27 年 2 月拡充 

事業場内の最も低い時間給を、引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、賃金

引上げに資する業務改善を支援します。 

☑ 中小企業・小規模事業者である 

☑ 事業場内最低賃金が時間給等 800 円未満かつ地域別最低賃金額以上

の労働者を使用している事業主である 

・労働能率の増進に資する設備・機器の導入 
在庫管理、仕入業務の効率改善のためのＰＯＳレジシステ 
ムの購入費用)作業効率及び安全性の向上を目指した工場、 
店舗等の改装、機器等の購入費用 

・労働能率の増進に資する研修 
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用 

賃
金
引
上
計
画
の
策
定 

賃
金
改
善
の
実
施 

助 成 額 （上限 150 万円） 

賃
金
規
定
の
作
成 

支
給
申
請 

業
務
改
善
計
画
の
策
定 

就
業
規
則
等
に
規
定 

車やパソコン 
は対象外です 


